
ぐんぎんビジネスネットバンキング利用規定の変更

○追加・変更箇所は赤字で示しています。

変更前 変更後
第7条 総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービス 第7条 総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービス
（1）総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービスの内容 （1）総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービスの内容

③総合振込、給与・賞与振込で、契約者が振込を指定できる振込指定口座は、当行の
国内本支店を含む内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金
口座とします。なお振込指定口座の預金科目等は、当行所定のものとします。

③総合振込、給与・賞与振込で、契約者が振込を指定できる振込指定口座は、当行の
国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の
預金口座とします。なお振込指定口座の預金科目等は、当行所定のものとします。


